
  33  

(1) 鵡川地区 フェーズ１：応急対応期（発災～半年） 

 
図 6-5 復興まちづくりイメージ図（フェーズ１）  

【応急対応期（発災～半年）における復興まちづくり】 

浸水深２ｍ以上の範囲は多くの建物被害が予想され、浸水深３ｍ以上の木造建物は倒壊・流失すると予想され

ており、鵡川地区市街地全体の再興が必要なほど、大きな被害が想定されます。 

このイメージ図は被災後、「むかわ町立地適正化計画」における居住誘導区域・都市機能誘導区域内を中心に

再び市街地を再興すると仮定して、災害廃棄物置き場候補地、応急仮設施設候補地（L2 津波対応の場合広めに）

や災害公営住宅建設予定地を仮置きしています。 

また、人的被害も想定されており、死者数に応じて、複数の遺体安置所候補地を選定しておく必要があります。 
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(2) 鵡川地区 フェーズ２：復興始動期（半年～３年目） 

 
図 6-6 復興まちづくりイメージ図（フェーズ２）  

復興交付金事業 

事業概要は P39～P40 

C-1 
農山漁村地域復興基盤総
合整備事業 

C-6 漁港施設機能強化事業 

D-4 災害公営住宅整備事業等 

【担当省】 

C:農林水産省 D:国土交通省 

【復興始動期（半年～３年目）における復興まちづくり】 

復興始動期には、被災者の生活再建に向けた応急仮設施設の建設が応急対応期に引き続き行われるとと

もに、子育て・教育等の再開に向けた仮設施設の建設、災害公営住宅の建設が想定されます。 

このイメージ図は、子ども・子育て仮設施設の建設、小中一貫校、認定こども園や放課後子どもセンター

などの子ども・子育て施設の本設を行うと仮定して、候補地を仮置きしています。 

また、「むかわ町立地適正化計画」における居住誘導区域・都市機能誘導区域内については、津波堆積物

等の撤去後、復興まちづくりのため、建築基準法の規定に基づく建築制限等を行い、市街地の再興を行うこ

とが想定されます。 
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(3) 鵡川地区 フェーズ３：復興展開期（４年目～６年目） 

 
図 6-7 復興まちづくりイメージ図（フェーズ３）  

復興交付金事業 

事業概要は P39～P40 

C-1 
農山漁村地域復興基盤総
合整備事業 

C-6 漁港施設機能強化事業 

C-7 
水産業共同利用施設復興
整備事業 

D-1 道路事業 

D-4 災害公営住宅整備事業等 

D-15 津波復興拠点整備事業 

D-17 都市再生区画整理事業 

D-21 下水道事業 

D-23 防災集団移転促進事業 

【担当省】 

A:文部科学省 C:農林水産省 

D:国土交通省 

【復興展開期（４年目～６年目）における復興まちづくり】 

復興展開期には、被災者の生活再建を中心とした復興まちづくりが本格化することが想定されます。 

被災者の意向によっては、「むかわ町立地適正化計画」における居住誘導区域・都市機能誘導区域内にお

いて津波による浸水深が深かった地域の嵩上げ、津波浸水区域外での居住を希望する被災者向けの居住区

域造成の実施が想定されます。 

また、災害により強い防災先導のまちづくりの実現に向けた L2 津波低減施策として、国道 235 号の嵩上

げ実施、田浦地区、汐見・宮戸地区堤防の新設や嵩上げ検討を仮置きしています。 
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(4) 鵡川地区 フェーズ４：復興・創生期（７年目～10 年目） 

 
図 6-8 復興まちづくりイメージ図（フェーズ４） 

復興交付金事業 

事業概要は P39～P40 

A-1 
公立学校施設整備費国庫
負担事業 

A-3 
幼稚園等の複合化・多機
能化推進事業 

B-2 
介護基盤復興まちづくり
整備事業 

B-3 
保育所等の複合化・多機
能化推進事業 

D-1 道路事業 

D-10 住宅市街地総合整備事業 

D-15 津波復興拠点整備事業 

D-21 下水道事業 

D-22 都市公園事業 

D-23 防災集団移転促進事業 

【担当省】 

A:文部科学省 B:厚生労働省 

D:国土交通省 

【復興・創生期（７年目～10 年目）における復興まちづくり】 

復興・創生期には「むかわ町立地適正化計画」における居住誘導区域・都市機能誘導区域内での住宅等の建

設が本格化するとともに、「むかわ町まちなか再生基本計画」「むかわ町復興拠点施設等整備事業Ⅱ」におけ

る各拠点を中心とした観光ゾーンや商業エリアの再興が本格化することが想定されます。 

また、役場、病院、子ども・子育て施設などの公共施設については、「むかわ町立地適正化計画における居

住誘導区域を取り巻くように本設する仮定として候補地を仮置きしています。 

さらに津波避難対策として、人命を守るための避難路の整備（人と車の避難共存・避難車両受入のための路

肩拡張、避難車両受入場所の新規造成、津波の勢いを軽減するためのまちの森新規造成、浸水区域外への避難

が困難な場合における垂直避難施設の整備）について仮置きしており、これらの津波避難対策については発災

前に事前に取り組むことも可能です。 


